
    日本医療・病院管理学会  

医療・病院管理学研究の COI（利益相反）に関する指針（改正案） 

 

現   行 改 正 案 

１．目的 

本学会は、その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されているこ

とに鑑み、「医療･病院管理学研究の COI（利益相反）に関する指針」（以下

「本指針」と略す）を策定する。本指針の目的は、本学会が会員などの COI

状態を適切にマネジメントすることにより、研究成果の発表やそれらの普及

•啓発などの学術研究活動において、中立性と透明性を維持した状態で適正

に行われることを推進し、医療･病院管理学の健全な発展に貢献することに

より社会的責務を果たすことにある。したがって、本指針では会員などに対

して COI についての基本的な考えを示し、本学会の会員などが各種事業に

関与したり研究成果を発表したりする場合、自らの COI 状態を自己申告に

よって適切に開示し、本指針を遵守することを求める。 

 

２．対象者 

COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。 

(1) 本学会会員 

(2) 本学会の学術総会、例会、研修会、講演会などで発表する者 

(3) 学会機関誌等刊行物へ論文や著作などを発表する者 

(4) 本学会の役員（理事長、理事、監事、学術総会担当責任者）、各種委員会

の委員長、特定の委員会（編集委員会、利益相反委員会）委員、学術総会を含

む暫定的な作業部会（小委員会、ワーキンググループなど）の委員長 

(5) 本学会の事務職員 

(6) (1)～(5)の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する

者 

 

 

３．対象となる活動 

本学会が行うすべての事業活動に対して、本指針を適用する。 

１．目的 

本学会は、その活動において社会的責任と高度な倫理性が要求されているこ

とに鑑み、「医療･病院管理学研究の COI（利益相反）に関する指針」（以下

「本指針」と略す）を策定する。本指針の目的は、本学会が会員などの COI

状態を適切にマネジメントすることにより、研究成果の発表やそれらの普及

•啓発などの学術研究活動において、中立性と透明性を維持した状態で適正

に行われることを推進し、医療･病院管理学の健全な発展に貢献することに

より社会的責務を果たすことにある。したがって、本指針では会員などに対

して COI についての基本的な考えを示し、本学会の会員などが各種事業に

関与したり研究成果を発表したりする場合、自らの COI 状態を自己申告に

よって適切に開示し、本指針を遵守することを求める。 

 

２．対象者（参考：COI ガイドライン 2022 P15） 

COI 状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用される。 

(1) 本学会会員 

(2) 本学会の学術総会、例会、研修会、講演会などで発表する者 

(3) 学会機関誌等刊行物へ論文や著作などを発表する者 

(4) 本学会の役員（理事長、理事、監事、幹事）、学術総会長、各種委員会の

委員長、特定の委員会（編集委員会、利益相反委員会）委員、学術総会を含む

暫定的な作業部会（小委員会、ワーキンググループなど）の委員長 

(5) 本学会の事務職員 

(6) (1)～(5)の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する

者 

 

３．対象となる活動 （参考：COI ガイドライン 2022 P15） 

本学会が行うすべての事業活動に対して、本指針を適用する。 

(1) 学術総会、例会、セミナーなどの開催 
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現   行 改 正 案 

(1) 学術総会、例会、セミナーなどの開催 

(2) 学会機関誌、学術図書などの発行 

(3) 研究および調査の実施 

(4) 研究の奨励および研究業績の表彰 

(5) 理事会、委員会、研究会などの運営 

(6) 国内外の関連学術団体との連絡および協力 

(7) その他本学会の目的を達成するために必要な事業 

 

 

４．申告すべき事項 

対象者は、個人における以下の(1)〜(9)の事項で、細則に定める基準を超える場合

には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告さ

れた内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める 

(1) 企業･法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの

就任 

(2) 企業の株の保有 

(3) 企業･法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料 

(4) 企業･法人組織、営利を目的とする団体から会議の出席（発表）に対し、

研究者を拘束した時間･労力に対して支払われた日当（講演料など） 

(5) 企業･法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対

して支払った原稿料 

(6) 企業･法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費（受託研究、

共同研究、寄付金など） 

(7) 企業･法人組織、営利を目的とする団体が提供する寄付金 

(8) 企業･法人組織、営利を目的とする団体がスポンサ一となる寄付講座 

(9) 企業･法人組織、営利を目的とする団体からの研究者･協力者の受け入れ、

機器等の貸与 

(10) その他、上記以外の旅費（学会参加など）や贈答品などの受領 

 

(2) 学会機関誌、学術図書などの発行 

(3) 研究および調査の実施 

(4) 研究の奨励および研究業績の表彰 

(5) 理事会、委員会、研究会などの運営 

(6) 国内外の関連学術団体との連絡および協力（社会医学系専門医協会を含

む） 

(7) その他本学会の目的を達成するために必要な事業 

 

４．申告すべき事項 

対象者は、個人における以下の(1)〜(9)の事項で、細則に定める基準を超える場合

には、その正確な状況を本学会理事長に申告するものとする。なお、申告さ

れた内容の具体的な開示、公開の方法については別に細則で定める 

(1) 企業･法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの

就任 

(2) 企業の株の保有 

(3) 企業･法人組織、営利を目的とする団体からの特許権などの使用料 

(4) 企業･法人組織、営利を目的とする団体から会議の出席（発表）に対し、

研究者を拘束した時間･労力に対して支払われた日当（講演料など） 

(5) 企業･法人組織、営利を目的とする団体がパンフレットなどの執筆に対

して支払った原稿料 

(6) 企業･法人組織、営利を目的とする団体が提供する研究費（受託研究、

共同研究、寄付金など） 

(7) 企業･法人組織、営利を目的とする団体が提供する寄付金 

(8) 企業･法人組織、営利を目的とする団体がスポンサ一となる寄付講座 

(9) 企業･法人組織、営利を目的とする団体からの研究者･協力者の受け入れ、

機器等の貸与 

(10)その他、上記以外の旅費（学会参加など）や贈答品などの受領 

(11)institutional COI 
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５．COI 状態との関係で回避すべき事項 

医療･病院管理学研究の結果の公表など本学会の活動は、純粋に科学的な根拠

と判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。したがって、

本学会の会員などは、医療･病院管理学研究の結果とその解釈といった公表

内容や、医療･病院管理学研究での科学的な根拠に基づくマニュアル、提言

などの作成について、その活動の資金提供者･企業の恣意的な意図に影響さ

れてはならず、また影響を受けるような契約を資金提供者などと締結しては

ならない. 

 

６．実施方法 

(1) 会員の責務 

会員は医療･病院管理学研究の成果を学術総会などで発表する場合、当該

研究実施に関わる COI 状態を、本学会の細則に従い、所定の書式で適切に

開示するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘

がなされた場合には、理事会が妥当な措置方法を講ずる。 

(2) 役員などの責務 

本学会の役員（理事長、理事、監事)、学術総会担当責任者（会長など)、

各種委員会委員長、委員、および作業部会の委員は、本学会に関わるすべて

の事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる COI

状態については、就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行うものとす

る。また、就任後、新たに COI 状態が発生した場合には、所定の書式に従

い修正申告を行うものとする。 

(3) 理事会の役割 

理事会は、役員などが本学会の事業を遂行する上で、重大な COI 状態が

生じた場合、あるいは COI の自己申告が不適切であると認めた場合、改善

措置などを指示することができる。 

 

 

 

 

 

５．COI 状態との関係で回避すべき事項 

医療･病院管理学研究の結果の公表など本学会の活動は、純粋に科学的な根拠

と判断、あるいは公共の利益に基づいて行われるべきである。したがって、

本学会の会員などは、医療･病院管理学研究の結果とその解釈といった公表

内容や、医療･病院管理学研究での科学的な根拠に基づくマニュアル、提言

などの作成について、その活動の資金提供者･企業の恣意的な意図に影響さ

れてはならず、また影響を受けるような契約を資金提供者などと締結しては

ならない。 

 

６．実施方法（参考：COI ガイドライン 2022 P19） 

(1) 会員の責務 

会員は医療･病院管理学研究の成果を学術総会などで発表する場合、当該

研究実施に関わる COI 状態を、本学会の細則に従い、所定の書式で適切に

開示するものとする。研究などの発表との関係で、本指針に反するとの指摘

がなされた場合には、理事会が妥当な措置方法を講ずる。 

(2) 役員などの責務 

本学会の役員（理事長、理事、監事、幹事)、学術総会長（会長など)、各

種委員会委員長、委員、および作業部会の委員は、本学会に関わるすべての

事業活動に対して重要な役割と責務を担っており、当該事業に関わる COI

状態については、就任した時点で所定の書式に従い自己申告を行うものとす

る。また、就任後、新たに COI 状態が発生した場合には、所定の書式に従

い修正申告を行うものとする。 

(3) 理事会の役割 

理事会は、役員などが本学会の事業を遂行する上で、重大な COI 状態が

生じた場合、あるいは COI の自己申告が不適切であると認めた場合、改善

措置などを指示することができる。 

 

 

3



 

現   行 改 正 案 

(4) 学術総会担当責任者の役割 

学術総会の担当責任者（会長など）は、学会で医療･病院管理学研究の成

果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることの確認

に努め、明らかに本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措

置を講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付し

てその旨を通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は理事会に

諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。 

(5) 編集委員会の役割 

学会誌編集委員会は、学会誌などの刊行物で研究成果の「研究論文」「研

究論叢」「研究資料」「報告」「編集委員会への意見」などが発表される場合、

その実施が本指針に沿ったものであることの確認に努め、明らかに本指針に

反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場

合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違

反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集

委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に編集

委員長は理事会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示すること

ができる。 

(6) 利益相反委員会の役割 

利益相反委員会は、会員の学術･研究活動における利益相反を適切にマネ

ジメントするために、会員を対象とした教育･研修を企画･実施すると共に、

本指針やそれに関連する細則を整備し必要に応じてその内容の見直しを行

わなければならない。また、学術総会担当責任者や編集委員会等と連携し、

学会発表や論文投稿などにおける利益相反が適切に管理されるよう助言･指

導することができる。さらに、本学会の役員就任時等に提出される COI 自

己申告書の内容を確認し、調査等によって本指針に抵触することが明らかに

なった場合には、その事実を理事長に報告することができる。 

(7) その他 

その他の委員長•委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実

施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた

場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処について

は、理事会は改善措置などを指示することができる。 

７．指針違反者に対する措置 

(4) 学術総会長の役割 

学術総会の担当責任者（会長など）は、学会で医療･病院管理学研究の成

果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであることの確認

に努め、明らかに本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措

置を講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付し

てその旨を通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は理事会に

諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。 

(5) 編集委員会の役割 

学会誌編集委員会は、学会誌などの刊行物で研究成果の「研究論文」「研

究論叢」「研究資料」「報告」「編集委員会への意見」などが発表される場合、

その実施が本指針に沿ったものであることの確認に努め、明らかに本指針に

反する場合には掲載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場

合、速やかに当該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違

反していたことが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集

委員長名でその旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に編集

委員長は理事会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示すること

ができる。（今回も査読者に COI は含めていません。P20） 

(6) 研究倫理委員会の役割 

研究倫理委員会は、会員の学術･研究活動における利益相反を適切にマネ

ジメントするために、会員を対象とした教育･研修を企画･実施すると共に、

本指針やそれに関連する細則を整備し必要に応じてその内容の見直しを行

わなければならない。また、学術総会長や編集委員会等と連携し、学会発表

や論文投稿などにおける利益相反が適切に管理されるよう助言･指導するこ

とができる。さらに、本学会の役員就任時等に提出される COI 自己申告書

の内容を確認し、調査等によって本指針に抵触することが明らかになった場

合には、その事実を理事長に報告することができる。 

(7) その他 

その他の委員長•委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その実

施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生じた

場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処について

は、理事会は改善措置などを指示することができる。 

７．指針違反者に対する措置（参考：COI ガイドライン 2022 P43） 
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本学会理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審

議する権限を有しており、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると

判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置のすべてま

たは一部を講ずることができる。 

 

(1) 本学会が開催するすべての学術総会、例会、研修会、講演会などでの発

表禁止 

(2) 本学会の刊行物への論文や著作などの掲載禁止 

(3) 本学会の学術総会の会長就任禁止 

(4) 本学会の理事会、委員会、作業部会への参加禁止 

(5) 本学会の評議員の解任、あるいは評議員になることの禁止 

(6) 本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止 

 

８．不服の申立 

被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、

これを受理した場合、速やかに審査を行い、その結果を不服申立者に通知す

る。 

 

９．説明責任 

本学会は、自らが関与する場所で発表された医療･病院管理学研究の成果に

ついて、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議

を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。 

 

１０．細則の制定 

本学会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。 

本学会理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審

議する権限を有しており、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると

判断した場合には、その違反の程度に応じて一定期間、次の措置のすべてま

たは一部を講ずることができる。 

 

(1) 本学会が開催するすべての学術総会、例会、研修会、講演会などでの発

表禁止 

(2) 本学会の刊行物への論文や著作などの掲載禁止 

(3) 本学会の学術総会の会長就任禁止 

(4) 本学会の理事会、委員会、作業部会への参加禁止 

(5) 本学会の評議員の解任、あるいは評議員になることの禁止 

(6) 本学会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止 

 

８．不服の申立（参考：COI ガイドライン 2022 P44） 

被措置者は、本学会に対し不服申立をすることができる。本学会の理事長は、

これを受理した場合、速やかに「不服申し立て審議委員会」を設置して審査

を行い、その結果を不服申立者に通知する。 

 

９．説明責任（参考：COI ガイドライン 2022 P44） 

本学会は、自らが関与する場所で発表された医療･病院管理学研究の成果に

ついて、重大な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議

を経て社会に対する説明責任を果たさねばならない。 

 

１０．細則の制定 

本学会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。 
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現   行 改 正 案 

１１．指針の改正 

本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに研究を

めぐる条件に適合させるために、定期的に見直しを行い、改正することがで

きる。 

 

１２．施行日 

本指針は 2016 年 9 月 8 日より施行する。 

 

１１．指針の改正 

本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに研究を

めぐる条件に適合させるために、定期的に見直しを行い、改正することがで

きる。 

 

１２．施行日 

本指針は 2022 年〇月〇日より施行する。 
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    日本医療・病院管理学会  

「医療･病院管理学研究の COI(利益相反)に関する指針」の細則（改正案） 

 

現   行 改 正 案 

第 1 条（本学会学術総会などにおける COI 事項の申告） 

第 1 項 

会員、非会員の別を問わず発表者は本学会が主催する学術総会などで医療･

病院管理学研究に関する発表･講演を行う場合、筆頭発表者は、配偶者、一

親等の親族、生計を共にする者も含めて、当該演題発表に関連して、「医療･

病院管理学研究に関連する企業、法人組織や営利を目的とした団体」との経

済的な関係について過去 1 年間における COI 状態の有無を、抄録登録時

に第２条の基準に則って自己申告しなければならない。 

 

 

 

 

第 2 項 

前項に定める「医療･病院管理学研究に関連する企業･法人組織や営利を目的

とする団体」は、医療･病院管理学研究に関し次のような関係をもった企業･

組織や団体とする。 

(1) 医療･病院管理学研究を依頼し、または共同で行った関係（有償無償を

問わない） 

(2) 医療･病院管理学研究で評価される療法、薬剤、機器などに関連して特

許権などの権利を共有している関係 

(3) 医療･病院管理学研究で使用される薬剤、機器などを無償もしくは特有

利な価格で提供している関係 

(4) 医療･病院管理学研究に対して研究助成･寄付などをしている関係 

(5) 医療･病院管理学研究で未承認の薬剤や医療機器などを提供している関

係 

 

 

第 2 条（COI 自己申告の基準について） 

指針に定める「対象者」について、以下の各号に該当する場合は、該当者は 

当学会に対して COI 申告を行わなければならない。 

第 1 条（本学会学術総会などにおけるCOI事項の申告） 

第 1 項 

会員、非会員の別を問わず発表者は本学会が主催する学術総会などで医療･

病院管理学研究に関する発表･講演を行う場合、発表者は、配偶者、一親等

の親族、生計を共にする者も含めて、当該演題発表に関連して、第三者組織・

団体との関わり合い／活動／COI状況については期間を問わず、その他第２

条の基準に定められた申告項目は過去 3 年間について抄録登録時に自己申

告しなければならない。また、発表者は、当該演題発表に関連し複数の研究

機関や、企業・営利を目的とする団体に所属している場合には、すべての所

属機関・団体を公表すべきである。退職後5年以内であれば、当該演題発表

に関連し所属していた機関・団体を公表すべきである。 

 

第 2 項 

前項に定める「医療･病院管理学研究に関連する企業･法人組織や営利を目的

とする団体」は、医療･病院管理学研究に関し次のような関係をもった企業･

組織や団体とする。 

(1) 医療･病院管理学研究を依頼し、または共同で行った関係（有償無償を

問わない） 

(2) 医療･病院管理学研究で評価される療法、薬剤、機器などに関連して特

許権などの権利を共有している関係 

(3) 医療･病院管理学研究で使用される薬剤、機器などを無償もしくは特に

有利な価格で提供している関係 

(4) 医療･病院管理学研究に対して研究助成･寄付などをしている関係 

(5) 医療･病院管理学研究で未承認の薬剤や医療機器などを提供している関

係 

 

第 2 条（COI自己申告の基準について） 

指針に定める「対象者」について、以下の各号に該当する場合は、該当者は 

当学会に対して COI 申告を行わなければならない。 

(1) 企業･法人組織や営利を目的とした団体（以下、企業･組織や団体という）
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現   行 改 正 案 

(1) 企業･法人組織や営利を目的とした団体（以下、企業･組織や団体という）

の役員、顧問職、社員については、1 つの企業･組織や団体からの報酬額

が年間 100 万円以上の場合。 

(2) 株式の保有については、1 つの企業についての 1 年間の株式による利

益（配当、売却益の総和）が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式

の 5%以上を所有する場合。 

(3) 企業･組織や団体からの特許権使用料については、1 つの権利使用料が

年間 100 万円以 上の場合。 

(4) 企業･組織や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した

時間•労力に対して支払われた日当（講演料など）については、１つの企

業･団体からの年間の日当が合計 50 万円以上の場合。 

(5) 企業･組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料に

ついては、1 つの企業･組織や団体からの年間の原稿料が合計 50 万円以

上の場合。 

(6) 企業･組織や団体が提供する研究費については、１つの企業•団体から支

払われた総額が年間 100 万円以上の場合。 

(7) 企業•組織や団体が提供する奨学（奨励）寄付金については、1 つの企

業･組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局（講座･分

野）あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間 100 万円以上の場

合。 

(8) 企業･組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合。 

(9) その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1 つ

の企業･組織や団体から受けた総額が年間 5 万円以上の場合。 ただし、

(6)、(7)については、研究成果の発表に関連して、筆頭発表者個人かまた

は筆頭発表者が所属する部局（講、分野）あるいは研究室などへ、開示

すべき COI 関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金な

どの提供があった場合には、それらの金額に加えて申告することを要す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

の役員、顧問職、社員については、1 つの企業･組織や団体からの報酬額

が年間 100 万円以上の場合。 

(2) 株式の保有については、1 つの企業についての 1 年間の株式による利

益（配当、売却益の総和）が 100 万円以上の場合、あるいは当該全株式

の 5%以上を所有する場合。 

(3) 企業･組織や団体からの特許権使用料については、1 つの権利使用料が

年間 100 万円以 上の場合。 

(4) 企業･組織や団体から、会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した

時間•労力に対して支払われた日当（講演料など）については、１つの企

業･団体からの年間の日当が合計 50 万円以上の場合。 

(5) 企業･組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料に

ついては、1 つの企業･組織や団体からの年間の原稿料が合計 50 万円以

上の場合。 

(6) 企業･組織や団体が提供する研究費については、１つの企業•団体から支

払われた総額が年間 100 万円以上の場合。 

(7) 企業•組織や団体が提供する奨学（奨励）寄付金については、1 つの企

業･組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局（講座･分

野）あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間 100 万円以上の場

合。 

(8) 企業･組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合。 

(9) その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1 つ

の企業･組織や団体から受けた総額が年間 5 万円以上の場合。 ただし、

(6)、(7)については、研究成果の発表に関連して、筆頭発表者個人かまた

は筆頭発表者が所属する部局（講、分野）あるいは研究室などへ、開示す

べき COI 関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの

提供があった場合には、それらの金額に加えて申告することを要する。 

 

第 1 項 企業・法人組織，営利を目的とする団体との産学連携活動 

（参考：COIガイドライン2022 P15） 

研究機関が医学系研究に関して企業・法人組織，営利を目的とする団体（以

下，企業・組織や団体）と行う産学連携は次のような活動が含まれ、COI

申告の対象となる。 

（1）共同研究：企業・組織や団体と研究費，研究者を分担して実施する研

究（有償無償を問わない） 

（2）受託研究：企業・組織や団体から療法・薬剤，機器などに関連して契

約を元に行う研究 
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現   行 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）技術移転：研究機関の研究成果を特許権などの権利を利用し、企業に

おいて実用化 

（4）技術指導：研究機関の研究者などが企業の研究開発・技術指導を実施 

（5）研究機関発ベンチャー企業：研究機関の研究成果を基に設立されるベ

ンチャー企業 

（6）寄附金：企業・組織や団体から研究機関への制限を設けない研究助成

のための寄附金 

（7）寄附講座：企業・組織や団体から研究機関への寄附金による研究推進

のための講座設置 

（8）共同研究センター：共同研究の場を提供し，技術研修，技術相談，情

報提供等の活動 

（9）受託研究員：企業等から現職の研究者を受け入れ大学院レベル

の研究指導による育成 

 

第 2 項 自己申告者自身の申告事項 

(1) 企業・法人組織や営利を目的とした団体（以下、企業・組織や団体とい

う）の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額

が年間100万円以上とする。 

(2) 産学連携活動の相手先のエクイティ（株など）の種類と数量に関して、

株式の保有については1つの企業についての1年間の株式による利益（配

当および売却益の総和）が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の

5％以上を所有する場合とする。 

(3) 企業・組織や団体からの特許使用料については、1つの権利使用料が年

間100万円以上とする。 

(4) 企業・組織や団体からの会議の出席（発表）に対し、研究者を拘束した

時間・労力に対して支払われた日当（講演料など）については、1つの

企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。 

(5) 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆（座談会記事含む）に対し

て支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原

稿料が合計50万円以上とする。 

(6) 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・組織や団

体から医学系研究（受託研究、共同研究など）に対して申告者が実質的

に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた額が100万円以

上とする。 

(7) 企業・組織や団体が提供する奨学（奨励）寄附金については、1つの企

業・組織や団体から、発表者個人または発表者が所属する部局（講座・
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現   行 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 条（本学会機関誌などにおける届出事項の公表） 

第 1 項 

本学会の機関誌（日本医療･病院管理学会誌、その他出版物）などで発表（研

究論文、研究論叢、研究資料、報告、編集委員会への意見など）を行う著者

全員は、発表内容が本細則第 1 条第 2 項に規定された「企業･組織や団体」

と経済的な関係を持っている場合は、投稿時から遡って過去 1 年間以内に

おける COI 状態を、投稿規定に定める「COI に関する開示」について、

「COI 自己申告書」を用いて、事前に学会事務局へ届け出なければならな

い。 

 

 

第 2 項 

前項に定める「COI に関する開示」の記載内容は、機関誌などの「COI に

分野）あるいは研究室の代表者に、申告者が実質的に使途を決定し得る

寄附金で実際に割り当てられた額が100万円以上とする。 

(8) 企業・組織や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属している場合と

する。 

(9) その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1

つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。 

(10) （6）および（7）については、申告者個人か、申告者が所属する部局

（講座、分野）あるいは研究室などへ研究成果発表に関連し、開示すべ

きCOI関係にある企業や団体からの研究経費、奨学寄付金などの提供が

あった場合には申告する。 

(11) 発表者の所属する研究機関・部門（研究機関、病院、学部またはセン

ターなど）にかかるinstitutional COI開示事項として、申告者が所属研

究機関・部門の長と過去3年間に共同研究者、分担研究者の関係にあっ

たか、現在ある場合は、1）〜3）の基準に従い申告する。 

1) 企業・組織や団体が当該の研究機関・部門に対し提供する研究費が、

1つの企業・組織や団体から年間1,000万円以上とする。 

2) 企業・組織や団体が当該の研究機関・部門に対し提供する寄附金が、

1つの企業・組織や団体から年間200万円以上とする。 

3) その他、申告者が所属する研究機関そのもの、あるいは機関・部門

の長が本学会の事業活動に関係する企業などの株式保有（5％以

上）、特許使用、あるいは投資などを行っている。 

    （参考：COIガイドライン2022 様式 資料1） 

 

第 3 条（本学会機関誌などにおける届出事項の公表） 

第 1 項 

本学会の機関誌（日本医療･病院管理学会誌、その他出版物）などで発表（研

究論文、研究論叢、研究資料、報告、編集委員会への意見など）を行う著者

全員は、発表内容が本細則第1条第2項に規定された「企業や営利を目的とし

た団体」と関係を持っている場合は、すべての期間における発表内容に関す

るCOI状態（「医療･病院管理学研究のCOI（利益相反）管理に関する指針」

の「４.申告すべき事項」）にある場合は、投稿規定に定める「COIに関す

る開示」について、「COI自己申告書」を用いて、事前に学会事務局へ届け

出なければならない。 

 

第 2 項 

前項に定める「COIに関する開示」の記載内容は、機関誌などの「COIに関
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現   行 改 正 案 

関する事項」に掲載される。 

 

第 3 項 

発表内容が、本細則第 1 条第 2 項に規定された COI 状態にない場合は、

「COI に関して開示すべきことがない」の文言が同部分に記載される。 

 

第 4 項 

投稿時に自己申告する COI 状態は、「医療･病院管理学研究の COI（利益

相反）に関する指針」の「４.申告すべき事項」で定められたところにより、

各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は、本細則第 2 条

に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 項 

「日本医療･病院管理学会誌」以外の本学会刊行物で発表する場合もこれに

準じる。 

 

第 6 項 

本学会に提出された「COI 自己申告書」は論文査読者には開示しない。 

 

 

 

する事項」に掲載される。 

 

第 3 項 

発表内容が、本細則第1条第2項に規定されたCOI状態にない場合は、「COI

に関して開示すべきことがない」の文言が同部分に記載される。 

 

第 4 項 

投稿時に自己申告するCOI状態は、「医療･病院管理学研究のCOI（利益相

反）管理に関する指針」の「４.申告すべき事項」で定められたところによ

り、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額は、本細則第2

条に従う。 

 

第 5 項（参考：COIガイドライン2022 P30） 

COIを適切に管理するにあたり、投稿原稿の著者は、International 

Committee for Medical Journal EditorsがICMJE Recommendationsにて

提唱する著者資格authorshipの4項目を満たすべきである。4項目とは、「①

研究の構想若しくはデザインについて、または研究データの入手、分析、も

しくは解釈について実質的な貢献をする。②原稿の起草または重要な知的内

容に関わる批判的な推敲に関与する。③出版原稿の最終承認をする。④研究

のいかなる部分についても、正確性あるいは公正性に関する疑問が適切に調

査され、解決されるようにし、研究のすべての側面について説明責任がある

ことに同意する。」ことである。全著者は，本学会のCOI管理に関する指針

および細則に基づき，第三者組織・団体との関わり合い／諸活動／COI状態

について申告開示しなければならない。著者資格４項目のすべてを満たさな

い研究協力者に対しては謝辞（Acknowledgement）に貢献した役割を明確

に記載する必要がある。 

 

第 6 項 

「日本医療･病院管理学会誌」以外の本学会刊行物で発表する場合もこれに

準じる。 

 

第 7 項 

本学会に提出された「COI自己申告書」は論文査読者には開示しないが、論

文査読者と著者らの間にCOIが存在することが判明した場合には、編集委員

会は論文査読者の変更をすることができる。 
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現   行 改 正 案 

 

第 4 条（役員、委員長、委員などの COI 申告書の提出） 

第 1 項 

本学会の役員（理事、監事）、次期学術総会長、各種委員会の委員長ならび

に委員は、就任時の過去 1 年間における COI 状態の有無を、新就任時、

および就任後は 1 年ごとに、理事会へ提出しなければならない。既に COI 

自己申告書を提出している場合には、改めて提出する必要はない。ただし、

これらの者が行う COI の自己申告は、本学会が行う事業に関連する企業･

法人組織、営利を目的とする団体に関わるものに限る。 

 

第 2 項 

(1) 記載する COI 状態についての自己申告書は、「医療･病院管理学研究の 

COI(利益相反)に関する指針」の「４.申告すべき事項」で定められたも

のと合致しなければならない。 

 

(2) 各々の開示･公開すべき事項について、自己申告が必要な金額は、第 2 

条で規定された基準額とし、項目ごとに金額区分を明記する。 

(3) 自己申告書には、就任時の過去 1 年分を記入し、その算出期間を明示

する。ただし、役員などは、在任中に新たな COI 状態が発生した場合

には、2 か月以内に自己申告書を新たに作成し報告する義務を負うもの

とする。 

 

第 5 条（COI 自己申告書の取り扱い） 

 

第 1 項 

 

学会発表のための抄録登録時、あるいは本学会雑誌への論文投稿時に提出さ

れる「COI 自己申告書」は、提出の日から 3 年間、理事長の監督下に本学

会事務所で厳重に保管されなければならない。同様に、役員の任期を終了し

た者、委員委嘱の撤回が確定した者に関する COI 情報の書類なども、最終

の任期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から 3 年間、理事長の監督下に

本学会事務所で厳重に保管されなければならない。3 年間の期間を経過し 

た COI 情報については、理事長の監督下において速やかに削除･廃棄され

る。ただし、削除･廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、

必要な期間を定めて当該申告者の COI 情報の削除･廃棄を保留できるもの

とする。 

第 4 条（役員、委員長、委員などのCOI申告書の提出） 

第 1 項 

本学会の役員（理事、監事）、幹事、次期学術総会長、各種委員会の委員長

ならびに編集委員会および研究倫理委員会の委員は、就任時の過去1年間に

おけるCOI状態の有無を、新就任時、および就任後は1年ごとに、理事会へ

提出しなければならない。既にCOI自己申告書を提出している場合には、改

めて提出する必要はない。ただし、これらの者が行うCOIの自己申告は、本

学会が行う事業に関連する企業･法人組織、営利を目的とする団体に関わる

ものに限る。 

 

第 2 項 

(1) 記載するCOI状態についての自己申告書は、「医療･病院管理学研究の

COI(利益相反)管理に関する指針」の「４.申告すべき事項」で定められ

たものと合致しなければならない。 

 

(2)各々の開示･公開すべき事項について、自己申告が必要な金額は、第 2 条

で規定された基準額とし、項目ごとに金額区分を明記する。 

(3) 自己申告書には、就任時の過去1年分を記入し、その算出期間を明示する。

ただし、役員などは、在任中に新たなCOI 状態が発生した場合には、2

か月以内に自己申告書を新たに作成し報告する義務を負うものとす

る。 

 

第 5 条（COI自己申告書の取り扱い） 

 

第 1 項 

 

学会発表のための抄録登録時、あるいは本学会雑誌への論文投稿時に提出さ

れる「COI自己申告書」は、提出の日から3年間、理事長の監督下に本学会

事務所で厳重に保管されなければならない。同様に、役員の任期を終了した

者、委員委嘱の撤回が確定した者に関するCOI情報の書類なども、最終の任

期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から3年間、理事長の監督下に本学会

事務所で厳重に保管されなければならない。3年間の期間を経過したCOI情

報については、理事長の監督下において速やかに削除･廃棄される。ただし、

削除･廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間を

定めて当該申告者のCOI情報の削除･廃棄を保留できるものとする。 
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現   行 改 正 案 

 

第 2 項 

本学会の理事長と関係役職者（学術総会担当責任者、編集委員長、利益相反

委員長、および前記役職者が許可した者）は、本細則に従い提出された自己

申告書をもとに、当該個人の COI 状態の有無･程度を判断し、本学会とし

てその判断に従ったマネジメントならびに措置を講ずる場合に限り、当該個

人の COI 情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限

度を超えてはならず、また上記の利用目的に照らして開示が必要とされる者

以外の者に開示してはならない。 

 

第 3 項 

COI 情報は、第 5 条第 2 項の場合を除き、非公開とする。COI 情報は、

学会の活動、委会の活動（附属の常設小委員会などの活動を含む)、臨時の

委員会などの活動などに関して、本学会として社会的･道義的な説明責任を

果たすために必要があるときは、COI 委員会や理事会の協議を経て、必要

な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。 

 

第 4 項 

(1) 会員もしくは非会員から、特定の会員を指名した開示請求（法的請求も

含めて）があった場合、相当な理由があるときは、COI 委員会が個人情

報の保護を考慮しながら適切に対応する。COI 委員会は、開示請求書を

受領してから 30 日以内に委員会を開催して、可及的すみやかにその答

申を行う。 

(2) COI 委員会で対応できないと判断された場合は、その旨を理事長に報告

し、理事長もしくは理事会の判断をゆだねるものとする。 

 

第 6 条(違反者に対する措置） 

 

第 1 項 

(1) 本学会の機関誌（日本医療･病院管理学会誌）などで発表を行う著者、

ならびに本学会学術総会などの発表予定者から提出された COI 自己申

告事項について、疑義もしくは社会的･道義的問題が発生した場合、COI 

委員会が十分な調査、ヒアリングなどを行い、判定の結果を理事長に報

告する。 

(2) 理事長への報告が深刻な COI 状態であることを判定するものである場

合は、理事長は理事会に付議して、その判断を委ねるものとする。 

 

第 2  項 

本学会の理事長と関係役職者（学術総会長、編集委員長、研究倫理委員長、

および前記役職者が許可した者）は、本細則に従い提出された自己申告書を

もとに、当該個人のCOI状態の有無･程度を判断し、本学会としてその判断

に従ったマネジメントならびに措置を講ずる場合に限り、当該個人のCOI

情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要な限度を超えて

はならず、また上記の利用目的に照らして開示が必要とされる者以外の者に

開示してはならない。 

 

第 3 項 

COI情報は、第5条第2項の場合を除き、非公開とする。COI情報は、学会                                                                     

の活動、委員会の活動（附属の常設小委員会などの活動を含む)、臨時の委

員会などの活動などに関して、本学会として社会的･道義的な説明責任を

果たすために必要があるときは、研究倫理委員会や理事会の協議を経て、

必要な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。 

 

第 4 項 

(1) 会員もしくは非会員から、特定の会員を指名した開示請求（法的請求も

含めて）があった場合、相当な理由があるときは、研究倫理委員会が個

人情報の保護を考慮しながら適切に対応する。研究倫理委員会は、開示

請求書を受領してから30日以内に委員会を開催して、可及的すみやか

にその答申を行う。 

(2) 研究倫理委員会で対応できないと判断された場合は、その旨を理事長に

報告し、理事長もしくは理事会の判断をゆだねるものとする。 

 

第 6 条(違反者に対する措置） 

 

第 1 項 

(1) 本学会の機関誌（日本医療･病院管理学会誌）などで発表を行う著者、な

らびに本学会学術総会などの発表予定者から提出されたCOI自己申告事

項について、疑義もしくは社会的･道義的問題が発生した場合、研究倫理

委員会が十分な調査、ヒアリングなどを行い、判定の結果を理事長に報

告する。 

(2) 理事長への報告が深刻なCOI状態であることを判定するものである場合

は、理事長は理事会に付議して、その判断を委ねるものとする。 
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現   行 改 正 案 

 

第 2 項 

本学会の役員、各種委員会委員長、COI 自己申告が課せられている委員お

よびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告された COI 事

項に問題があると指摘された場合には、COI 委員会は文書をもって理事長

に報告し、理事長もしくは理事会の判断を委ねるものとする。 

 

第 7 条（不服申し立て） 

第 1 項：COI 判定についての不服申し立て請求 

第 6 条 1 項第（1）による、COI 判定結果に不服があるときは、判定結果

の返却後 30 日以内に本人が理事長あてに不服申し立てを請求することが

できる。COI 委員会や理事会はその判定を再度検討し、理事長より本人に

通知する。 

 

第 8 条（細則の変更） 

本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例

によって一部に変更が必要となることが予想される。理事会は、本細則の見

直しのための審議を行い、理事会の決議を経て、変更することができる。 

 

附則 

第 1 条（施行） 

本細則は、2016 年 9 月 8 日より完全実施とする。 

 

 

第 2 条（本細則の改正） 

本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療お

よび医療･病院管理学研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則

として数年ごとに見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 項 

本学会の役員、各種委員会委員長、COI自己申告が課せられている委員お

よびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告されたCOI 事

項に問題があると指摘された場合には、研究倫理委員会は文書をもって理

事長に報告し、理事長もしくは理事会の判断を委ねるものとする。 

 

第 7 条（不服申し立て） 

第 1 項：COI判定についての不服申し立て請求 

第 6 条 1 項第（1）による、COI判定結果に不服があるときは、判定結果

の返却後 30 日以内に本人が理事長あてに不服申し立てを請求することが

できる。研究倫理委員会や理事会はその判定を再度検討し、理事長より本人

に通知する。 

 

第 8 条（細則の変更） 

本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改変などから、個々の事例

によって一部に変更が必要となることが予想される。理事会は、本細則の見

直しのための審議を行い、理事会の決議を経て、変更することができる。 

 

附則 

第 1 条（施行） 

本細則は、2016年 9月 8日より完全実施とする。 

 

 

第 2 条（本細則の改正） 

本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療お

よび医療･病院管理学研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則

として数年ごとに見直しを行うこととする。 

 

第 1 項 

本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療お

よび医療･病院管理学研究をめぐる諸条件の変化に適合させるために、原則

として数年ごとに見直しを行うこととする。 

 

第 2 項 

(1) 2022年○月に一部改定した。 
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現   行 改 正 案 

 

第 3 条（役員などへの適用に関する特則） 

本細則施行のときに既に本学会役員などに就任している者については、本細

則を準用して速やかに所要の報告などを行わせるものとする。 

 

 

 

 

第 3 条（役員などへの適用に関する特則） 

本細則施行のときに既に本学会役員などに就任している者については、本細

則を準用して速やかに所要の報告などを行わせるものとする。 
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（現 行） 

■ スライド発表における開示例 

発表者全員のCOI（過去3年間）について下記の例を参考に開示する。 

 

・COI状態（過去3年間）がない開示例 

 

 

 

■ ポスター発表における開示例 

ポスターの適当な場所（例えば、結語の後や謝辞の前後）に「演題発表内容に関連し、開示すべ 

COI関係にある企業等はありません。」もしくは、「演題発表内容に関連し、開示すべきCOI関係

にある企業等は以下の通りです。○○○…」と記載する。 

  

 
日本医療・病院管理学会 

COI 開示 

所属 名前 

演題発表内容に関連し、発表者らに開示すべき 

COI関係に企業などはありません。 

 

日本医療・病院管理学会 

COI 開示 

所属 名前 

演題発表内容に関連し、開示すべきCOI関係にある企業等は下記

です。 

〇〇〇〇… 

 

（改 訂 案） 

■ スライド発表における開示例 

発表者全員のCOI（過去3年間）について下記の例を参考に開示する。 

 

・COI状態（過去3年間）がない開示例 

 

・COI状態（過去3年間）がある開示例 

 

■ ポスター発表における開示例 

ポスターの適当な場所（例えば、結語の後や謝辞の前後）に「演題発表内容に関連し、開示すべ 

COI関係にある企業等はありません。」もしくは、「演題発表内容に関連し、筆頭および共同発

表者が開示すべきCOI関係にある企業等などとして、①～⑨の該当項目を記載する。 

  

 
日本医療・病院管理学会 

COI 開示 

発表者名(共同発表者含む／◎代表者) 

演題発表内容に関連し、発表者らに開示すべき 

COI関係に企業などはありません。 

 
日本医療・病院管理学会 

COI 開示 

発表者名(共同発表者含む／◎代表者) 

演題発表内容に関連し、筆頭および共同発表者が開示すべきCOI関係にある

企業等などとして、 

①顧問: 

②株保有・利益: 

③特許使用料: 

④講演料: 

⑤原稿料: 

⑥受託研究・共同研究費: 

⑦奨学寄付金: 

⑧寄附講座所属: 

⑨贈答品などの報酬: 
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（現 行） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（研究成果発表時） 

以下の該当する番号に○を付けて必要事項を記載 

 

１．学会誌等への投稿時 ２．抄録登録時にCOI 状態が「有」 ３．その他（ ） 

（発表する研究成果の題名： ） 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体とのCOI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無 
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無 

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無 

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無 

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無 

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所 
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に 
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する 
所属部局（講座、分野あるいは研究室など） 
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無 

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無 

 

 

 

 

（本 COI 申告書は 3年間保管されます） 

 

配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する者について（有･無のどちらかに〇） 

 

自己申告すべき COI状態〔有･無〕 「有」の場合は「COI自己申告書(様式３)」を提出 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

筆頭発表者記名（自署）   
 

（2016.8  様式作成） 

 

（様式１）

（改 定 案） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（研究成果発表時） 

以下の該当する番号に○を付けて必要事項を記載 

 

１．学会誌等への投稿時 ２．抄録登録時にCOI 状態が「有」 ３．その他（ ） 

（発表する研究成果の題名： ） 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体とのCOI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する
所属部局（講座、分野あるいは研究室など）
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無

 

⑩ institutional COI 
（申告が必要な場合に記載） 有･無

 

（本 COI 申告書は 3年間保管されます） 

 

配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する者について（有･無のどちらかに〇） 

 

自己申告すべき COI状態〔有･無〕 「有」の場合は「COI自己申告書(様式３)」を提出 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

筆頭発表者記名（自署）   
 

（2022.9  様式作成） 

（様式１） 
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（現 行） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（役員就任時等） 

 

以下の該当する番号に○を付けて必要事項を記載 

 

１．役員就任時（役職名： ） ２．職員採用時 ３．その他（ ） 

 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体とのCOI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無 
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無 

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無 

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無 

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無 

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所 
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に 
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する 
所属部局（講座、分野あるいは研究室など） 
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無 

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無 

 

 

 

 

 

（本COI申告書は3年間保管されます） 

 

配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する者について（有･無のどちらかに〇） 

自己申告すべき COI   状態〔有･無〕 「有」の場合は「COI   自己申告書(様式３)」を提出 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

記名（自署）   

（様式２）

 

（改 訂 案） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（役員就任時等） 

以下の該当する番号に○を付けて必要事項を記載 

 

１．役員就任時（役職名： ） ２．職員採用時 ３．その他（ ） 

 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体とのCOI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する
所属部局（講座、分野あるいは研究室など）
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無

 

⑩ institutional COI 
（申告が必要な場合に記載） 有･無

 

 

（本COI申告書は3年間保管されます） 

 

配偶者、一親等の親族、または収入･財産を共有する者について（有･無のどちらかに〇） 

自己申告すべき COI   状態〔有･無〕 「有」の場合は「COI   自己申告書(様式３)」を提出 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

記名（自署）   

（様式２） 
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（現 行） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（配偶者等） 

 

研究成果発表時 ・ 役員就任時等 （どちらかを○で囲む） 

 

COI 状態を有する者の番号に○を付けて（複数可）合算し必要事項を一括記載 

１．配偶者 ２.一親等の親族 ３.収入･財産を共有するもの 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体との COI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無 
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無 

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無 

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無 

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無 

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所 
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に 
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する 
所属部局（講座、分野あるいは研究室など） 
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無 

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無 

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無 

 

 

 

 

 

（本 COI  申告書は 3  年間保管されます） 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

研究成果筆頭発表者、もしくは役員等に就任する者 

 

記名（自署）  

（様式３）

 

（改 定 案） 

 

日本医療･病院管理学会 COI自己申告書（配偶者等） 

 

研究成果発表時 ・ 役員就任時等 （どちらかを○で囲む） 

 

COI 状態を有する者の番号に○を付けて（複数可）合算し必要事項を一括記載 

１．配偶者 ２.一親等の親族 ３.収入･財産を共有するもの 

（自己申告すべき時から遡って過去１年間以内の利害関係を有する企業･組織･団体との COI状態を記載） 

項 目 
該当の 

有・無 
「有」であれば企業名などの記載 

① 報酬額 
1つの企業･団体から年間100万円以上 

有･無
 

② 株式の利益 
1つの企業から年間100万円以上、あるいは 
当該株式の5%以上保有 

有･無

 

③ 特許使用料 
1つにつき年間100万円以上 有･無

 

④ 日当・講演料 
1つの企業･団体から年間合計50万円以上 有･無

 

⑤ 原稿料 
1つの企業･団体から年間50万円以上 有･無

 

⑥ 研究費･助成金などの総額 
1つの企業･団体からの研究経費を共有する所
属部局（講座、分野あるいは研究室など）に
支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑦ 奨学（奨励）寄付などの総額 
1つの企業･団体からの奨学寄付金を共有する
所属部局（講座、分野あるいは研究室など）
に支払われた年間総額が100万円以上 

有･無

 

⑧ 企業などが提供する寄付講座 
（企業などからの寄付講座に所属している場 
合に記載） 

有･無

 

⑨ 研究とは直接無関係な旅費、贈答品
などの受領 

1つの企業･団体から年間5万円以上 
有･無

 

⑩ institutional COI 
（申告が必要な場合に記載） 有･無

 

 

（本 COI  申告書は 3  年間保管されます） 

 

（申告日） 西暦 年   月   日 

 

研究成果筆頭発表者、もしくは役員等に就任する者 

 

記名（自署）   

（様式３） 
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